
　(△印は減を示す)
１　補正予算見込額総括表 (△印は減を示す）

(単位：千円)

（１）

 
 

注：計欄の（　　　）は令和元年度最終予算額に対する比率を示す。

区 分
１月補正後
予 算 額

２　月　補　正　予　算　見　込　額

計
小　　計

2月19日提出
（２）

（2月19日可決）
3月1日提出 3月11日提出

79,518,897 4,636,854,94167,407,890

14,583,188

△ 14,302,785

△ 4,969,396

△ 4,688,993

-  1  -

#### ####

合 計
(111.4%)

4,557,336,044 4,163,268,195

企 業 会 計
(81.1%)

254,586,568 249,617,1720 △ 4,969,396 307,718,226

#### ####

1,355,374,172 1,341,071,387 1,333,189,0270 △ 14,302,785

67,407,890

0 0

特 別 会 計
(100.6%)

3,046,166,382 2,522,360,942一 般 会 計
(120.8%)

2,947,375,304 98,791,078

#### ####

令　　和　　２　　年　　度

令 和 元 年 度

最 終 予 算 額

令 和 ２ 年 度 ２ 月 補 正 予 算 資 料 （ 追 加 提 出 ）

5,600,000

0

0

5,600,000

11,200,000

0

0

11,200,000

( ﾀ ﾞ ｲ ﾔ ﾙ ｲ ﾝ )052-954-6042

2021 年 3 月 11 日 ( 木 )
愛知県総務局財務部財政課
予 算 第 五 グ ル ー プ
担 当 小島 ・ 忠内
内 線 2993・ 2994



２　一般会計の補正予算見込額財源内訳
(単位：千円)

2月19日提出

 （１）

-  2  -

補 正 予 算 見 込 額

3月1日提出

382,863

3月11日提出 計

0

△ 91,216,943 0

0 △ 46,363,737

△ 91,216,943

11,200,000

△ 46,363,737

諸 収 入

使 用 料 及 び 手 数 料

特　　定
財　　源

分 担 金 及 び 負 担 金 762,734 762,734

0

145,154,815

県 債 127,001,000 127,001,000

0

0

△ 5,970,782

0

△ 5,970,782

114,191,744

704,1350

11,200,000

0

国 庫 支 出 金

14,583,188 11,200,000

財 産 収 入

小 計

繰 入 金

60,946,925 67,407,890

0

0

一 般 財 源

0 0

98,791,078

寄 附 金 382,863 0

67,407,890

0

△ 699,936 0 △ 699,936

29,983,854

（２）
（2月19日可決）

0

0

67,407,890

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

0

合 計

5,600,000

0

5,600,000

0

0

5,600,000

0

0

704,135



３　補正内容

補 正 予 算 令和２年度現計

見 込 額 令和元年度最終

千円 千円
11,200,000 162,246,642

　　厳重警戒措置の延長に伴う協力金の交付 0

事 業 名

愛知県感染防止
対策協力金●●

-  3  -

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

区分 緊急事態措置期間 厳重警戒措置期間
50,400,000千円  22,400,000千円　→　33,600,000千円

2021年2月8日（月）から 2021年3月1日（月）から
 2021年3月14日（日）まで【14日間】

2021年2月28日（日）まで【21日間】 →2021年3月21日（日）まで【21日間】
1店舗1日あたり6万円 1店舗1日あたり4万円
最大126万円 最大 56万円→84万円
(要請に応じた日数分を交付） (要請に応じた日数分を交付）
５時から20時まで
酒類の提供は11時から19時まで
　※従前より20時から５時の間に営業 　※従前より21時から５時の間に営業

　　　していることが必要 　　　していることが必要

＜対象施設＞
・飲食店等
　※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要

対象
期間

支給額

予算額
外に事務費　207,890千円

主な
要件

・業種別ガイドラインを遵守
・県の「安全・安心宣言施設」に登録し、ＰＲステッカーとポスターを掲示

対象
事業者

県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営する事業者（大企業も対象）

５時から21時まで

営業時間
の短縮


